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警察組織の不適切な会計処理の発生要因
─内部統制の観点から─

栗 本 愛 美
（現代社会研究科公共圏創成専攻）

［社会背景］
　2003年11月に北海道警察の旭川中央警察署が不
正経理を行っていたことが発覚し、報道された。
そのことを発端に、北海道警察の他部署やまた他
県の警察組織でも不正経理が判明している。また
以上のようなメディアで取り上げられる事件だけ
でなく、会計検査院の決算検査報告や包括外部監
査結果で不適切な会計処理について指摘されてい
る（北海道新聞夕刊．2006）。警察組織でこのよ
うな不正経理や不適切な会計処理について社会問
題となっていることが明らかになった。
　以上のような、不正経理が起こる要因には、警
察組織の持つ特性の影響が挙げられる。警察組織
は他の地方自治体と違い、自己目的性や独立性、
秘匿性、などの特性を持っている（田村．2012）。
このような特性が要因で、不適切な会計処理が発
生しやすい環境があると考える。

［先行研究］
　公的な組織において不適切な会計処理を防止す
るための内部統制の運用の重要性についてさまざ
まな先行研究が行われている。石原（2010）では、
地方自治体の内部統制の運用及び整備の重要性に
ついて、総務省等におけるこれまでの議論から、
地方自治体には内部統制が浸透していないという
問題が指摘されている。町田（2019）では、地方
自治体の内部統制制度の導入の重要性、監査結果
からの内部統制の運用及び整備の問題点の認識、
そして改善への有効性が述べられている。また、
望月（2020）では、先進的事例として静岡市の内
部統制の運用状況について研究されており、静岡
市では一定程度のレベルまで構築されているが、
まだ不十分であるということが述べられている。

以上の先行研究では、地方自治体ではまだ内部統
制が浸透していない、また導入されていても運用
状況が不十分であることが指摘されており、不適
切な会計処理の発生を防止するためにも内部統制
の構築が重要性になってくると考えられる。以上
の社会背景と先行研究を踏まえ、次のようなリ
サーチクエスチョンの設定を行う。

［研究課題］
　以上の社会背景と先行研究を踏まえて、本稿で
は「警察組織において不適切な会計処理が発生す
る要因はなぜか」という RQの設定を行う。そし
てこの RQを次の 2つに分解して研究を進める。
・ RQ1．警察組織ではどのような不適切な会計処
理が行われているのか。

・ RQ2．内部統制の運用にどのような問題点があ
るのか。

　以上のリサーチクエスチョンの設定を行ったう
えで、次のような研究方法で明らかにしていく。

［研究方法］
　本論文では、警察組織の包括外部監査結果の指
摘事項のデータに基づき、警察組織の内部統制の
運用状況や不適切な会計処理についての研究を
行っていく。町田（2019）も、監査結果の指摘か
ら、内部統制の運用状況や不適切な会計処理の問
題を認識し、改善につなげることができると指摘
されている。そこで、包括外部監査結果の指摘事
項等のデータから、内部統制の 6つの構成要素に
当てはめ、RQである警察組織の不適切な会計処
理が発生する要因について明らかにしていく。
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［研究結果と結論］
　平成13年度から令和 2年度までの包括外部監査
テーマをレビューし、警察組織を対象としている
3件の監査結果を抽出した。さらに、抽出した研
究対象のうち栃木県については令和 3年度にも警
察組織を対象として包括外部監査が実施されてい
ることから、当該監査結果についても研究対象に
含めた。それらの監査結果を検証した結果を以下
で述べる。
　RQ1 の検証結果より、警察組織では委託業務
で随意契約を適用するなどの地方自治法違反、
様々な費用の予定価格や積載単価の見直しがされ
ていないこと、リスクに対する適切な対応が行わ
れていないことが指摘されていることが明らかに
なった。このような不適切な会計処理が行われる
要因として、警察組織には他の行政組織と違った
独立性、秘匿性、組織慣行が強くそれに倣った業
務体制で改善しにくいことが考える。
　また RQ2 の検証結果より、「統制環境」、「統制
活動」、「情報と伝達」、「モニタリング」に問題が
あることが分かった。特に「統制環境」に問題が
ある事例が多く、組織慣行が要因になり、不正に
つながっているものが多かった。その他、「統制
活動」「情報と伝達」「モニタリング」があること
が分かった。
　RQ1 と RQ2 の検証結果から、本稿の課題であ
る「警察組織において不適切な会計処理が発生す
る要因」について述べる。
　警察組織では内部統制の 6つの構成要素のうち、
「統制環境」、「統制活動」、「情報と伝達」、「モニ
タリング」の 4つに問題が生じており、特に「統
制環境」に問題があることが明らかになった。さ
らに、これまでに 2回の包括外部監査を受けてい
る栃木県警察においては、 1回目の包括外部監査
で指摘を受けたにもかかわらず、同様の指摘が再
度行われている。このように、「統制環境」に問
題があることが警察組織において不適切な会計処
理が発生すると考えられる。
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